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トリチウム及び放射性核種を含む ALPS処理水の海洋放 

出方針決定に強く抗議し決定の撤回を求める意見書の 

提出について 

 

上記の議案を別紙のとおり南相馬市議会会議規則第１４条第１項

の規定により提出いたします。 
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トリチウム及び放射性核種を含む ALPS処理水の海洋放出方針決定に 

強く抗議し決定の撤回を求める意見書（案） 

 

東京電力福島第一原発敷地内に保管されているトリチウム及び放射性核種を含む ALPS

処理水（以下「処理水」という。）について、政府は４月１３日に関係閣僚会議を開き海

洋放出の方針を正式決定しました。 

２０１５年、政府と東京電力は「関係者の理解なしに処理水のいかなる処分も行わな

い」との約束を漁業者と交わしています。 

県内では漁業者はもとより、県内７割を超える４３市町村議会からも反対・慎重の意

見書があがり、世論調査でも反対の声が多数です。地元の声を無視して強行することは、

福島のこの１０年間の復旧・復興と生業再建へ向けた努力を無にするものです。この４

月からようやく本格操業に向けた準備に入ったばかりのこのタイミングでの海洋放出決

定は、漁業を始めとして農業や観光はもちろん、これらにつながる本市、本県のあらゆ

る産業分野と地域の衰退をもたらすことは明らかで、その被害は甚大となるものです。 

また、廃炉・汚染水処理を担う東京電力のこの間の不祥事や隠ぺい体質に大きな批判

が高まっており、県民からの信頼は地に落ちています。 

さらに国連人権理事会の特別報告者からは「汚染水の放出は日本の国境内外で関係す

る人たちの人権に相当のリスクを及ぼすと、とても懸念している」との指摘も無視する

もので、国際的にも批判がでています。 

今政府がやるべきことは、海洋放出の結論ありきで拙速に方針を決定するのではなく、

地上保管も含めたあらゆる処分方法を充分検討し、市民、県民、国民への説明責任を果

たすことです。そして、国民的な理解と納得の上に処分方法を決定すべきです。 

南相馬市民、福島県民の復興へ向けた懸命な努力を無にする海洋放出の方針決定に強

く抗議し、以下のことを求めます。 

 

記 

１ 関係閣僚会議で決定された海洋放出方針を撤回し、国民的な理解と納得の上に処分

方法を決定すること。 

２ 処理水は当面、地上保管を継続し、根本解決に向け世界の英知を結集すること。 

３ 政府と東京電力は、漁業者との約束を反故にするなど国民との信頼が損なわれてい

ることから、その関係を修復すべく最大限の努力をすること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 令和３年４月２７日 

南相馬市議会議長 中川 庄一   
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